
令和２年４月１日以後開始事業年度等分 

単体法人用 

 

【№41】１欄の

金額は、申告調

整額を加減算

した税務上の

金額となって

いますか。 

【№41】試験研

究費に充当す

る目的で他の

者から支払を

受けた金額が

ある場合、その

金額を試験研

究費の額から

控除していま

すか。 

 

【№３】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№45】中小企業者等又は特定中小企業者等

に該当しない法人であるにもかかわらず、こ

れらに該当しないと適用できない法人税額

の特別控除制度を適用していませんか。 


